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証券コード1867
2 0 2 0 年 ６ 月 8 日

株 主 各 位
新潟県柏崎市駅前１丁目５番４５号
株 式 会 社 植 木 組
代表取締役社長 植 木 義 明

第73回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第73回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
　なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する
賛否をご表示いただき、2020年６月25日（木曜日）午後５時30分までに到着するようご返送く
ださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2020年６月26日（金曜日）午前10時
２．場 所 新潟県柏崎市新橋３番９号

表町ビル　４階会議室
（開催場所が例年と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参
照いただき、お間違えのないようお願い申しあげます。
　なお、本年は、新型コロナウイルスの感染防止のため、座席の間隔を広げることか
ら、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いた
だいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申
しあげます。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第73期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の
件

２．第73期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件
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決 議 事 項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

以　上

◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
あげます。

◎　本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び定款第18条の規定に基
づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.uekigumi.co.jp/)に掲載しておりますので、
本招集ご通知には記載しておりません。
①連結計算書類の「連結注記表」
②計算書類の「個別注記表」

　　なお、これらの事項は、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査し
た連結計算書類及び計算書類に含まれております。

◎　株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の
当社ウェブサイト（https://www.uekigumi.co.jp/）に掲載させていただきます。

◎　当日は、株主総会スタッフにつきましては、軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、株主の
皆様におかれましても軽装でご出席くださいますようお願い申しあげます。

新型コロナウイルス感染予防に関するお知らせ

　本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのう
え、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申しあげます。特に、ご
高齢の方、持病をお持ちの方、妊娠されている方は、ご出席について十分にご検討をお願い申しあげま
す。
　会場の当社役員および運営スタッフは検温を含め体調を確認のうえ、マスク着用で対応いたします。
会場内には株主様のための消毒液を設置いたします。また、ご来場の株主様で体調不良と見受けられる
方には、当社スタッフがお声掛けをして入場をお控えいただくことがございます。その他にも感染予防
のための措置を講じておりますので、ご理解ならびにご協力をお願い申しあげます。
　 今 後 の 状 況 に よ り 株 主 総 会 の 運 営 に 大 き な 変 更 が 生 ず る 場 合 は 、 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（https://www.uekigumi.co.jp/）においてお知らせいたします。
　また、株主の皆様におかれましては、感染リスクを避けるため、可能な限り郵送にて議決権の事前行
使をお願い申しあげます。

－ 2 －



株主総会参考書類

議案及び参考事項
議　　案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案おいて同じ。）５名全員は、本
総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の効率化を図るため
１名減員し、取締役４名の選任をお願いするものであります。
　なお、監査等委員会から、本議案について審議した結果、その決定手続き、内容は相当
であるとの報告を受けております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏　名 現在の地位および担当等 属　性

1
 う え  

植　
き

木　
 よ し  

義　
 あ き  

明 代表取締役社長ＣＥＯ 再　任

2
 ま つ  

松　
 ば ら  

原　
 し ん  

眞
の

之
 す け  

介 代表取締役副社長執行役員
営業管掌 再　任

3
く さ

日
か

下
べ

部　
ひ さ

久
 

　
お

夫 取締役専務執行役員兼土木統括部長 再　任

4
み ず

水
 

　
し ま

島　
か ず

和
 

　
の り

憲 取締役常務執行役員兼管理統括部長 再　任
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候補者
番　号

1 う え

植
き

木
よ し

義
あ き

明 （1953年２月21日生） 再　任

■略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1983年 １月 当社入社
1987年 ３月 当社取締役
1987年 ４月 当社海外事業部長
1991年 ３月 当社常務取締役
1991年 ４月 当社東京支店長
1998
2001

年
年

４
４

月
月

当社営業本部長
当社専務取締役

2004年 １月 当社取締役副社長
2004年 ４月 当社技術本部長
2004年 ６月 当社代表取締役副社長執行役員
2006年 ６月 当社代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
2016年 ５月 一般社団法人新潟県建設業協会会長

（現任）

■所有する当社株式の数 ■重要な兼職の状況
102,572株 一般社団法人新潟県建設業協会会長

■取締役候補者とした理由
　植木義明氏は、2006年より当社代表取締役社長として強いリーダーシップで当社の経営を担い、企業の経営者
としての豊富な経験、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価
値向上の実現のために必要な人物と判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

2 ま つ

松
 

　
ば ら

原
 

　
し ん

眞
の

之
す け

介 （1951年７月27日生） 再　任

■略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1994年 ６月 当社入社
2002年 ４月 当社第二営業部長
2004年 ６月 当社執行役員
2006年 ４月 当社建築営業部長
2007年 ４月 当社管理本部長兼総務部長
2008年 ６月 当社取締役常務執行役員

2011年 ４月 当社取締役専務執行役員
当社建築本部長

2016年 ６月 当社代表取締役副社長執行役員
（現任）

2017年 ４月 当社新潟本店長
2018年 ４月 当社営業管掌（現任）

■所有する当社株式の数
17,500株

■取締役候補者とした理由
　松原眞之介氏は、営業・技術・管理各部門における豊富な実務経験と高い知見を有し、2008年から当社取締役
として企業経営に従事し、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社の経営に貢献できる人物である
と判断し、取締役候補者として選任をお願いするものであります。

候補者
番　号

3 く さ

日
か

下
べ

部
 

　
ひ さ

久
 

　
お

夫 （1959年12月27日生） 再　任

■略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1982年 ４月 当社入社
2009年 ４月 当社土木部長
2012年 ４月 当社執行役員
2016年 ４月 当社常務執行役員
2016年 ４月 当社土木本部長兼土木部長

2017年 ４月 当社土木統括部長（現任）
2019年 ６月 当社取締役（現任）
2020年 ４月 当社専務執行役員（現任）

■所有する当社株式の数
900株

■取締役候補者とした理由
　日下部久夫氏は、長年にわたり土木部門において責任ある立場で携わり、豊富な経験・知識と高い専門能力を
有するとともに、2019年から当社取締役として企業経営に従事し、その職務・職責を適切に果たしており、引き
続き当社の経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

4 み ず

水
し ま

島
か ず

和
の り

憲 （1957年１月１日生） 再　任

■略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1979年 ４月 当社入社
2007年 ４月 当社新規事業推進室長
2011年 ４月 当社総務部長
2013年 ４月 当社執行役員兼管理本部副本部長
2016年 ４月 当社常務執行役員兼管理本部長

2016年 ６月 当社取締役常務執行役員兼管理本部長
2017年 ４月 当社取締役常務執行役員兼管理統括部

長兼経営企画室長
2018年 ４月 当社取締役常務執行役員兼管理統括部

長（現任）
■所有する当社株式の数

1,400株
■取締役候補者とした理由
　水島和憲氏は、管理部門における豊富な経験と高い知見を有し、2016年から当社取締役として企業経営に従事
し、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社の経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補
者として選任をお願いするものであります。

（注）各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以　上
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（添付書類）
事 業 報 告
(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善傾向が続き、企業収益は高
水準を維持し、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、消費税率の引き上げに伴う需要
の変動や下期に発生した新型コロナウイルスの影響でインバウンド需要の減少やアジア経済
の下振れを背景に、輸出が大幅に減少し、期末において国内家計の消費活動は大きく落ち込
み、企業も設備投資を先送りするなど、先行き不透明な状況が続いております。
　建設業界におきましては、公共投資は減災・防災など国土強靭化に伴う需要が増加、また、
民間建設投資については建築物のリニューアル投資が旺盛で大型再開発案件などが順調に推
移し、建設技術者・技能労働者の労働力不足や建設資材等の納期の遅延等の不安要素が懸念
されている中で、業況感は改善し、堅調に推移いたしました。
　このような経営環境の中、当社グループは、市場環境の変化に柔軟かつタイムリーに対応
し、受注物件を精査し、生産性の向上を重点施策に掲げ、安全と品質確保並びに工期遵守を
優先しながら鋭意事業活動を展開してまいりました。
　その結果、売上高は519億38百万円（前期比16.5％増）となりました。
　利益面につきましては、主力の建設事業において、適正な人員配置や原価管理の徹底を図
ることで現場力を高め、営業利益は23億60百万円（同42.3％増）、経常利益は23億23百万
円（同35.7％増）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は14億34百万円（同
34.2％増）となりました。
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　事業別の業績は次のとおりであります。
（建設事業）
　当社グループの建設事業におきましては、順調に工事が進捗したことにより、売上高は462
億53百万円（前期比14.6％増）となり、売上総利益は40億86百万円（同18.2％増）となり
ました。
（不動産事業）
　当社グループの不動産事業におきましては、マンション分譲の売上増加により、売上高は
26億90百万円（同108.1％増）となり、売上総利益は5億22百万円（同50.5％増）となり
ました。
（その他の事業）
　当社グループのその他の事業におきましては、アスファルト製品等の製造販売を中心とし
た建材製造販売等の事業、ソフトウェア関連事業、有料老人ホーム運営事業を中心に、売上
高は29億94百万円（同3.0％増）となり、売上総利益は14億41百万円（同1.7％増）となり
ました。
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　当社の部門別の受注高、売上高、繰越高は次のとおりであります。
（単位：千円）

区　　　　分 前期繰越高 当期受注高 当期売上高 次期繰越高

建 設
事 業

土　木 26,448,050 22,172,621 25,521,988 23,098,683

建　築 13,336,302 20,661,099 18,379,738 15,617,663

計 39,784,352 42,833,720 43,901,726 38,716,346

不 動 産 事 業 － 271,093 271,093 －

そ の 他 の 事 業 － 810,662 810,662 －

合　　　　計 39,784,352 43,915,476 44,983,482 38,716,346

⑵　設備投資の状況
　当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は、11億56百万円であり、その主なものは、
当社のグラブ浚渫船の建造、子会社の販売用集合住宅の建設等によるものです。

⑶　資金調達の状況
　当連結会計年度における資金調達は、自己資金のほか金融機関からの借入金をもって充当
いたしました。
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⑷　対処すべき課題
　当社グループの中核をなす建設事業を推進するにあたり、建設技術者、技能労働者などの
人材不足が懸念されております。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資機材等の調達困難・感染者の発生等によ
り施工の継続が困難となることが想定されます。そのため、従業員自身の健康状態や臨時休
校に伴う育児の必要性等に配慮するほか、テレビ会議システムの利用、テレワーク、時差出
勤等を実施し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け適切に対応してまいります。
　中期経営計画において「人材育成の強化」を経営課題の一つに掲げました。
　全グループを通じた人材交流、育成を中長期的に図り、１人当たりの生産性を改善させる
とともに、省人・省力化を促進することを目標に掲げ、社員の能力とパフォーマンスの向上
に全力を挙げて取り組んでいます。
　また、技術資格取得の奨励と教育指導の徹底による個々の技術力の向上を通じて現場力を
アップさせるとともに、i-construction等の情報化技術や新技術を積極的に取り入れ、提案
力及び建設技術力の強化に全社一体となって取り組み、着実に成果を挙げております。
　さらに、社会・経済の動向に即した顧客対応の向上が最も重要であるとの認識から、組織
営業力の向上に力を注ぎ、営業、設計、施工部門が一体となったより強固な受注体制の構築
を目指します。

⑸　財産及び損益の状況の推移

区　　分 第70期
(2017年３月期)

第71期
(2018年３月期)

第72期
(2019年３月期)

第73期(当期)
(2020年３月期)

売 上 高(百万円) 45,051 45,559 44,568 51,938
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(百万円) 1,249 1,269 1,068 1,434

１ 株 当 た り の
当 期 純 利 益 (円) 37.73 383.43 323.01 433.39

総 資 産 額(百万円) 41,865 38,996 44,256 47,741
純 資 産 額(百万円) 18,726 19,872 20,367 21,408

（注）2017年10月１日を効力発生日として、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。
これに伴い、１株当たりの当期純利益は、第71期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しており
ます。
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⑹　重要な親会社及び子会社の状況
①　重要な親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

北陸施設工業株式会社 50百万円 100％ 鉄道軌道工事、土木・管更生工事の請負

植木不動産株式会社 100百万円 100％ 不動産の売買、賃貸及び仲介、土木・建築工事の請
負

株式会社ユニテック 50百万円 100％ ソフトウェアの開発・販売

株 式 会 社 植 木 機 工 90百万円 100％ 土木・建築工事、アスベスト処理工事の請負、建設
資材のリース

株 式 会 社 ア ス カ 25百万円 100％ 管工事、土木工事の請負、発電用施設の保守

（注）特定完全子会社に該当する会社はありません。

⑺　主要な事業内容（2020年３月31日現在）
　当社グループは、建設事業、不動産事業を主な事業としており、その他の事業では建材製
造販売等の事業、ソフトウェアの開発及び販売事業、介護福祉事業、ゴルフ場運営事業等を
行っております。
　主な事業会社である当社は、建設業法により特定建設業者「(特－１)第2805号」及び一
般建設業者「(般－１)第2805号」として国土交通大臣許可を受け、土木、建築並びにこれ
らに関連する事業を行うほか、宅地建物取引業法により宅地建物取引業者「(11)第2677号」
として国土交通大臣免許を受け、不動産に関する事業を行っております。
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⑻　主要な営業所等（2020年３月31日現在）
①　当社

本 　 社 新潟県柏崎市駅前１丁目５番45号

本 店 新潟本店（新潟県長岡市）、東京本店（東京都千代田区）

支 　 店 東北支店（宮城県仙台市）、柏崎支店（新潟県柏崎市）、新潟支店（新潟県新潟市）、
長岡支店（新潟県長岡市）、上越支店（新潟県上越市）

営 業 所 長野、金沢、千葉、埼玉、十日町、燕

②　主要な子会社
北 陸 施 設 工 業 株 式 会 社 本社（新潟県長岡市）

植 木 不 動 産 株 式 会 社 本社（新潟県柏崎市）、東京支店（東京都千代田区）、
新潟支店（新潟県新潟市）

株 式 会 社 ユ ニ テ ッ ク 本店（新潟県柏崎市）、東京本社（東京都千代田区）

株 式 会 社 植 木 機 工 本社（新潟県柏崎市）

株 式 会 社 ア ス カ 本社（新潟県柏崎市）

⑼　従業員の状況（2020年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

971名 21名増

②　当社の従業員の状況
区 　 　 分 従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

男 　 　 性 578名 8名増 46.2歳 20.5年

女 　 　 性 44名 4名増 43.9歳 17.2年

合計又は平均 622名 12名増 46.1歳 20.3年

－ 12 －



⑽　主要な借入先（2020年３月31日現在）
借　入　先 借　入　額

株 式 会 社 第 四 銀 行 1,000百万円

株 式 会 社 北 越 銀 行 466百万円

株 式 会 社 大 光 銀 行 299百万円
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２．会社の株式に関する事項（2020年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 13,700,000株
⑵　発行済株式の総数 3,436,764株（自己株式127,390株を含む。）
⑶　株主数 4,031名
⑷　大株主（上位10名）

株　主　名 持株数（千株） 持株比率（％）

株 式 会 社 ウ エ キ エ ー ジ ェ ン シ ー 162 4.90

株 式 会 社 第 四 銀 行 161 4.89

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 153 4.65

植 木 組 共 栄 会 147 4.46

株 式 会 社 ア キ バ 131 3.96

第 四 ジ ェ ー シ ー ビ ー カ ー ド 株 式 会 社 103 3.13

植 木 義 明 102 3.10

植 木 組 社 員 持 株 会 87 2.63

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 83 2.51

株 式 会 社 大 光 銀 行 74 2.26

（注）１．当社は、自己株式を127,390株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑸　その他株式に関する重要な事項
　特に記載すべき重要な事項はありません。

３．会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
⑴　取締役の氏名等（2020年３月31日現在）

地　　位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 Ｃ Ｅ Ｏ 植 木 義 明 一般社団法人新潟県建設業協会会長

代表取締役副社長執行役員 松 　 原 　 眞 之 介 営業管掌

取 締 役 専 務 執 行 役 員 蟹 澤 　 博 事業統括部長

取 締 役 常 務 執 行 役 員 水 島 和 憲 管理統括部長

取 締 役 常 務 執 行 役 員 日 下 部 　 久 　 夫 土木統括部長

取締役（常勤監査等委員） 栃 倉 勝 幸

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 深 澤 邦 光
税理士、㈱ヤオコー社外監査役
㈱テクノリンク社外監査役、㈱ハツガイ社外監査役
㈱ＨＡＴＳＵＧＡＩ社外監査役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 種 岡 弘 明
日本アルコール販売㈱取締役
日本アルコール物流㈱代表取締役社長
アルコール海運倉庫㈱代表取締役

（注）１．取締役（監査等委員）深澤邦光氏及び取締役（監査等委員）種岡弘明氏は、社外取締役であります。
また、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

２．取締役（監査等委員）深澤邦光氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有しております。

３．当事業年度中における取締役の異動
　　2019年６月25日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって、立石　晶氏は、任期満了により取締

役を退任いたしました。
　　2019年６月25日開催の第72回定時株主総会において、日下部久夫氏が取締役に選任され、就任いた

しました。
４．監査等の環境の整備及び社内の情報収集を行うことにより、監査の実効性を高め、監査・監督機能を

強化するために栃倉勝幸氏を常勤の監査等委員として選定しております。
５．2020年４月１日付で取締役の地位、担当及び重要な兼職の状況が次のとおり変更となりました。

地　　位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況
取 締 役 専 務 執 行 役 員 日 下 部 　 久 　 夫 土木統括部長
取 締 役 蟹 澤 　 博 営業管掌

－ 15 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

＜ご参考＞　2020年３月31日現在の取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりであります。
地　　位 氏　　名 担　　　　　当

常 務 執 行 役 員 春 日 孝 郎 東京本店長
常 務 執 行 役 員 武 藤 和 男 建築統括部長
常 務 執 行 役 員 楡 井 寛 志 新潟本店長
執 行 役 員 山 谷 吉 久 新潟本店購買積算部長、東京本店購買積算部長
執 行 役 員 鈴 木 興 次 新潟本店技術部長
執 行 役 員 石 塚 　 純 新潟本店副本店長
執 行 役 員 土 田 正 次 柏崎支店長
執 行 役 員 植 木 　 豊 新潟本店副本店長、新潟支店長

（注）常務執行役員　建築統括部長　武藤和男氏は、2020年３月31日をもって、退任いたしました。
　2020年４月１日付で執行役員の地位、担当が次のとおり変更となりました。

地　　位 氏　　名 担　　　　　当
常 務 執 行 役 員 山 谷 吉 久 建築統括部長
執 行 役 員 植 木 　 豊 事業統括部長
執 行 役 員 松 井 範 幸 総務人事部長

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社は、取締役（監査等委員）栃倉勝幸氏、深澤邦光氏、種岡弘明氏との間で、会社法第
427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結
しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度
額としております。
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⑶　取締役の報酬等の額
区 　 分 支 給 人 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く 。 ） 6名 124,978千円
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 3名 17,884千円

 

（う ち 社 外 取 締
 

役） （2名） （5,892千円）
合 　 　 計 9名 142,862千円

（注）１．上記には、2019年６月25日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委
員を除く。）１名を含んでおります。

２．上記の報酬等の額には、当事業年度における役員賞与引当金繰入額20,855千円（取締役（監査等委員
を除く。）５名に対し19,603千円、取締役（監査等委員）１名に対し1,252千円）が含まれておりま
す。

３．上記のほか、2014年６月27日開催の第67回定時株主総会の役員退職慰労金打ち切り支給決議に基づ
き、当事業年度中に退任した取締役（監査等委員を除く。）１名に対し、役員退職慰労金12,200千円
を支給しております。

⑷　社外役員に関する事項
①　重要な兼職先と当社との関係

　取締役（監査等委員）深澤邦光氏は、株式会社ヤオコー、株式会社テクノリンク、株式
会社ハツガイ及び株式会社ＨＡＴＳＵＧＡＩの社外監査役を兼務しております。なお、当
社と株式会社ヤオコーとの間には、建設工事に関する取引があり、株式会社テクノリンク、
株式会社ハツガイ及び株式会社ＨＡＴＳＵＧＡＩとの間には取引がありません。
　取締役（監査等委員）種岡弘明氏は、日本アルコール販売株式会社の取締役、日本アル
コール物流株式会社の代表取締役社長及びアルコール海運倉庫株式会社の代表取締役を兼
務しております。なお、当社と日本アルコール販売株式会社、日本アルコール物流株式会
社及びアルコール海運倉庫株式会社との間には取引がありません。

②　当事業年度における主な活動状況
区　分 氏　　名 出席状況及び発言状況

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

深 澤 邦 光
当事業年度中に開催された取締役会13回のうち11回出席（84.6％）
し、監査等委員会に13回のうち12回出席（92.3％）し、主に税理士
としての専門的見地から、適宜、必要な発言を行っております。

種 岡 弘 明
当事業年度中に開催された取締役会13回のうち11回出席（84.6％）
し、監査等委員会に13回のうち11回出席（84.6％）し、主に企業経
営者としての観点から、適宜、必要な発言を行っております。
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５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

⑵　当事業年度に係る報酬等の額
金　　額

当事業年度に係る報酬等の額 29,500千円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,500千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等
の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の報酬について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状
況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、上記の報
酬等の額は相当であると判断し、これに同意いたしました。

⑶　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し
た場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた
します。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する
と認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この
場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、
会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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⑸　責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基
づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度
額としております。
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６．会社の体制及び方針
⑴　業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①　当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制
・当社及び子会社は、取締役及び使用人が業務を執行するにあたり、遵守すべき「企業

行動指針」を定め、日常の業務運営の指針とし、取締役自ら率先垂範して社員へ浸透
を徹底する。また、研修等を通じて、法令、定款の遵守に関する啓蒙、教育・指導を
行う。

・当社は、業務執行に対しては、会社全体が相互牽制組織となるよう、組織構成、職務
権限を適正に維持するとともに、社長直轄の内部監査室が当社及び子会社の内部統制
を統括する。

・当社及び子会社は、法令、定款違反等に関するヘルプラインを確保する。
②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報については、文書取扱規程等の社内規程に従い、適切に
保存・管理する。

③　当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、経営上想定される各種リスクを明確にし、これに対応したリスク管理体制を

構築する。このため、社長を委員長とする危機管理委員会を設置し、危機管理マニュ
アルを整備、管理するとともに、リスクに対する社内の意識を涵養し、未然防止に努
める。
不測の重大事態の発生はもとより、日常的各種リスクに対しては、リスクの重要度に
対応した対策本部を設置し、業務組織規程、職務権限規程及び危機管理マニュアルに
従い、各担当部門ないしは全社で迅速に対応して、被害を最小限に抑える体制を整え
る。
また、当該規程及びマニュアルは、その時代環境に適合したものに維持する。

・定期的に開催されるグループ社長会において、コンプライアンス、災害、品質等のリ
スクに関する報告及び意見交換、指導等を行う。
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④　当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画

を具体化するために、当社及び子会社は中期経営計画及び事業年度ごとの経営計画を
策定する。

・当社は、取締役の職務執行が効率的に行われるために、定例の取締役会を原則月１回
開催する他、適宜必要に応じて取締役会を開催する。また、執行役員制による業務執
行責任体制を明確にすることにより、取締役会の監督機能を強化し、重要事項の業務
執行に関する意思決定を機動的に行う。
取締役会等の決定に基づく業務執行については、業務組織規程、職務権限規程等の社
内規程に従い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）執行役員等が各々委任さ
れた事項に責任をもって執行することを徹底する。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は、グループ共通の「植木組グループ会社行動指針」を定める。
　また、グループ会社の自主独立性を尊重しつつ、適正なグループ統制を行うため、「植
木組グループ運営方針」を定め、関係会社管理規程に従い、適切な管理・統制を行う。
　グループ会社の監査については、当社役員及び当社内部監査室が、定期的及び必要に
応じて各会社の監査を行う。
　なお、グループ社長会において、経営状況に関する情報の共有及び意見交換、並びに
必要な指導等を緻密に行うものとする。

⑥　監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び補助使用人の取締役（監査等
委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
・監査等委員会の求めにより職務の補助者を設置する場合は、その独立性を保持する。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指示命令下で職務を遂行

し、当該使用人の人事異動、評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意を要
することとする。

⑦　当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員
会に報告するための体制
・当社は当社の監査等委員が執行役員会、グループ社長会等、各種重要な社内会議に出

席し、また重要決議書類を閲覧すること等により、業務執行状況を適切に把握できる
環境を整える。
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・当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、会社の
信用を大きく損なったり、業績に重大な影響を及ぼすことが懸念される事項を発見し
た場合、監査等委員会に対して、直ちに報告する。

・当社及び子会社の内部通報担当者は、内部通報を受けた場合、速やかに当社監査等委
員会に報告する。

⑧　監査等委員会に報告した者が当該報告したことを理由として不利益な取扱いを受けない
ことを確保する体制
　当社は、監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の取締役（監査等委員である取
締役を除く。）及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行
うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）
及び使用人に周知徹底する。

⑨　監査等委員の職務執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生
ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償
還の処理に係る方針に関する事項
　監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の２に基づく費用
の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は
債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこ
れに応じるものとする。

⑩　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・会計監査人は、監査等委員会に対して監査計画の報告、説明を事前に行うものとする。

また、会社が会計監査人に非監査業務を依頼する場合は、事前に監査等委員会の承認
を得る。

・代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等
委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。

・当社は、監査等委員会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、又は、必要に応じて
専門の弁護士、公認会計士の助言を受ける機会を保障する。
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⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社では、事業の継続・安定的発展を確保して行くことを目的とし、コンプライアンスの
推進、リスクマネジメントの強化に取り組んでおります。これらをはじめ、業務の適正を確
保するための体制の当事業年度における運用状況の概要は以下のとおりであります。

１．コンプライアンス体制
　当社は、使用人に対し、その階層に応じて必要なコンプライアンスについて、社内研
修での教育及び会議体での説明を行い、法令及び定款を遵守するための取組を継続的に
行っております。また、当社及び当社グループ各社は「公益通報者保護規程」により相
談・通報体制を設けており、コンプライアンスの実効性の向上に努めております。

２．リスク管理体制
　当社は、危機管理委員会を適宜開催し、当社全体のリスクマネジメントに関する課題・
対策について検討いたしております。また、当社グループ各社の代表取締役で構成され
たグループ社長会でリスクの把握・対応等が報告され、リスクの共有化及び対応を図っ
ております。

３．取締役の職務執行
　当社は、「取締役会規程」に基づき、原則月１回の取締役会を開催し、法令や定款に
定められた事項や経営方針等、経営に関する重要な事項の決議を行うとともに、社外取
締役を選任し、取締役会による当社取締役の職務執行の監督機能を強化しております。

４．内部監査体制
　当社は、内部監査室が内部監査計画に基づき、当社及び当社グループ各社の内部監査
を実施し、それぞれの検証結果を代表取締役及び常勤監査等委員に対し報告を行ってお
ります。

５．グループ管理体制
　当社では、「関係会社管理規程」を定め、当社グループ各社から事前の承認及び報告
を受ける体制を整えております。また、定期的に開催される当社グループ各社の代表取
締役で構成されたグループ社長会で当社グループ各社の財務状況、その他の状況につい
て報告を受けております。
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６．監査等委員の職務執行
　当社の監査等委員は監査等委員会において定めた監査方針・監査計画に基づき、内部
監査室と連携して当社及び当社グループ各社の往査等を行っており、往査報告について
は監査等委員会にて報告されております。また、監査等委員は重要な経営会議に出席し、
業務執行が適切に行われていることを確認することで監査業務の有効性の確保に努めて
おります。

７．監査等委員の監査の実効性を確保するための体制
　監査等委員は当社の重要な経営会議に出席する他、業務執行に関する重要な文書を閲
覧し、必要に応じて担当取締役及び使用人に説明を求めております。適宜、監査等委員
会を開催している他、会計監査人及び内部監査室との情報交換や、代表取締役と定期的
な面談を行っております。

⑶　剰余金の配当等の決定に関する基本方針
　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な課題と位置づけ、財務体質の強化と将来的な事
業展開による資金需要を勘案しながら、安定した配当を継続することを基本方針としており
ます。
　また、当社は2019年４月に新本社が完成し、無事営業を開始いたしました。これもひと
えに株主の皆様をはじめ、関係する多くの方々のご支援によるものと深く感謝申し上げます。
　当期の株主配当につきましては、これまでの株主の皆様のご支援に感謝の意を表し、当期
の業績を勘案のうえ、普通配当80円に新本社完成記念配当10円を加えて、１株につき90円
とさせていただきたいと存じます。
　また、配当金の支払開始日（効力発生日）は、2020年６月29日（月曜日）とさせていた
だきます。
　なお、上記については、会社法第459条第１項第４号の規定に基づき、2020年４月27日
開催の取締役会にて決議しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 預 金
受取手形・完成工事未収入金等
販 売 用 不 動 産
商 品
未 成 工 事 支 出 金
不 動 産 事 業 支 出 金
材 料 貯 蔵 品
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物
機械、運搬具及び工具器具備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
リ ー ス 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
破 産 更 生 債 権 等
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

31,602,208
7,085,241

20,365,109
109,924

3,944
774,284

1,943,193
69,607

323,850
933,299
△6,247

16,139,138
13,467,757

5,134,526
710,703

7,227,274
121,168
274,084
294,433

15,177
279,255

2,376,947
1,083,951

47,992
920,095
372,909

△48,000

流 動 負 債 22,123,514
支払手形・工事未払金等 14,761,995
短 期 借 入 金 2,534,420
リ ー ス 債 務 50,824
未 払 金 699,314
未 払 法 人 税 等 636,711
未 成 工 事 受 入 金 1,979,577
賞 与 引 当 金 902,554
役 員 賞 与 引 当 金 37,481
完 成 工 事 補 償 引 当 金 15,706
工 事 損 失 引 当 金 98,090
そ の 他 406,838

固 定 負 債 4,209,081
社 債 200,000
長 期 借 入 金 698,620
リ ー ス 債 務 86,212
長 期 未 払 金 104,079
再評価に係る繰延税金負債 523,327
繰 延 税 金 負 債 36,201
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,278,732
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 113,460
債 務 保 証 損 失 引 当 金 250,822
資 産 除 去 債 務 220,586
そ の 他 697,038

負 債 合 計 26,332,596
純 資 産 の 部

株 主 資 本 21,748,068
資 本 金 5,315,671
資 本 剰 余 金 5,359,413
利 益 剰 余 金 11,237,516
自 己 株 式 △164,532

その他の包括利益累計額 △388,915
その他有価証券評価差額金 24,700
土 地 再 評 価 差 額 金 △321,473
退職給付に係る調整累計額 △92,143

非 支 配 株 主 持 分 49,597
純 資 産 合 計 21,408,750

資 産 合 計 47,741,347 負 債 ・ 純 資 産 合 計 47,741,347

－ 25 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

連 結 損 益 計 算 書
(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高
完 成 工 事 高 46,253,156
不 動 産 事 業 売 上 高 2,690,667
そ の 他 の 事 業 売 上 高 2,994,835 51,938,659

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 42,166,373
不 動 産 事 業 売 上 原 価 2,168,120
そ の 他 の 事 業 売 上 原 価 1,553,519 45,888,013

売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 4,086,782
不 動 産 事 業 売 上 総 利 益 522,547
そ の 他 の 事 業 売 上 総 利 益 1,441,316 6,050,645

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,689,779
営 業 利 益 2,360,865

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 39,553
そ の 他 93,296 132,849

営 業 外 費 用
支 払 利 息 33,376
そ の 他 137,298 170,674
経 常 利 益 2,323,040

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 3,821 3,821

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 13,552
固 定 資 産 除 却 損 17,907
投 資 有 価 証 券 評 価 損 61,859
投 資 有 価 証 券 売 却 損 229
減 損 損 失 66,501
そ の 他 397 160,447
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,166,414
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 849,100
法 人 税 等 調 整 額 △125,433 723,666
当 期 純 利 益 1,442,747
非支配株主に帰属する当期純利益 8,471
親会社株主に帰属する当期純利益 1,434,276
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連結株主資本等変動計算書
(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 5,315,671 5,359,413 10,067,992 △164,432 20,578,644
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △264,753 △264,753
土地再評価差額金の取崩
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,434,276 1,434,276

自 己 株 式 の 取 得 △99 △99
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 1,169,523 △99 1,169,424
当 期 末 残 高 5,315,671 5,359,413 11,237,516 △164,532 21,748,068

その他の包括利益累計額
非支配株主
持 分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
土地再評価
差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 134,415 △321,473 △65,409 △252,466 41,816 20,367,994
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △264,753
土地再評価差額金の取崩
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,434,276

自 己 株 式 の 取 得 △99
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △109,714 － △26,733 △136,448 7,781 △128,667

当 期 変 動 額 合 計 △109,714 － △26,733 △136,448 7,781 1,040,756
当 期 末 残 高 24,700 △321,473 △92,143 △388,915 49,597 21,408,750
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貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
完 成 工 事 未 収 入 金
不 動 産 事 業 未 収 入 金
販 売 用 不 動 産
未 成 工 事 支 出 金
材 料 貯 蔵 品
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
立 替 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物
機 械 ・ 運 搬 具
工 具 器 具 ・ 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
リ ー ス 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
破 産 更 生 債 権 等
繰 延 税 金 資 産
長 期 未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

27,813,782
6,623,764

174,363
467,964

18,694,765
21,473
30,476

580,161
43,603
82,000

144,115
868,794
88,456

△6,157
16,065,176
8,643,654
2,717,008

280,705
193,384

5,167,544
30,500

254,510
279,031

15,177
263,854

7,142,489
1,064,920

679,850
4,521,370

63
98,368
47,992

621,670
28,929

128,706
△49,382

流 動 負 債 22,286,230
支 払 手 形 3,536,813
工 事 未 払 金 10,872,707
不 動 産 事 業 未 払 金 3,065
短 期 借 入 金 2,534,420
リ ー ス 債 務 12,966
未 払 金 436,194
未 払 法 人 税 等 490,821
未 成 工 事 受 入 金 1,647,123
不 動 産 事 業 受 入 金 14,007
預 り 金 1,845,792
賞 与 引 当 金 751,404
役 員 賞 与 引 当 金 20,855
完 成 工 事 補 償 引 当 金 15,706
工 事 損 失 引 当 金 98,090
そ の 他 6,262

固 定 負 債 3,144,383
社 債 200,000
長 期 借 入 金 698,620
リ ー ス 債 務 32,711
再評価に係る繰延税金負債 523,327
退 職 給 付 引 当 金 1,049,079
債 務 保 証 損 失 引 当 金 250,822
資 産 除 却 債 務 160,513
そ の 他 229,309

負 債 合 計 25,430,613
純 資 産 の 部

株 主 資 本 18,745,117
資 本 金 5,315,671
資 本 剰 余 金 5,359,413

資 本 準 備 金 5,359,413
利 益 剰 余 金 8,234,565

利 益 準 備 金 670,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 7,564,564

圧 縮 記 帳 積 立 金 93,319
別 途 積 立 金 1,300,000
繰 越 利 益 剰 余 金 6,171,245

自 己 株 式 △164,532
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △296,772

その他有価証券評価差額金 24,700
土 地 再 評 価 差 額 金 △321,473
純 資 産 合 計 18,448,345

資 産 合 計 43,878,958 負 債 ・ 純 資 産 合 計 43,878,958
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損 益 計 算 書
(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高
完 成 工 事 高 43,901,726
不 動 産 事 業 売 上 高 271,093
そ の 他 の 事 業 売 上 高 810,662 44,983,482

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価 40,225,529
不 動 産 事 業 売 上 原 価 141,860
そ の 他 の 事 業 売 上 原 価 609,707 40,977,096

売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益 3,676,197
不 動 産 事 業 売 上 総 利 益 129,233
そ の 他 の 事 業 売 上 総 利 益 200,955 4,006,385

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,059,383
営 業 利 益 1,947,002

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 121,481
そ の 他 22,780 144,261

営 業 外 費 用
支 払 利 息 36,186
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 △3,384
そ の 他 135,195 167,997
経 常 利 益 1,923,266

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1,818 1,818

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 3,877
固 定 資 産 除 却 損 219
投 資 有 価 証 券 売 却 損 229
投 資 有 価 証 券 評 価 損 61,859
減 損 損 失 66,501 132,687
税 引 前 当 期 純 利 益 1,792,396
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 673,564
法 人 税 等 調 整 額 △94,744 578,820
当 期 純 利 益 1,213,576
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株主資本等変動計算書
(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利益剰余金
合 計圧 縮 記 帳

積 立 金
別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 5,315,671 5,359,413 5,359,413 670,000 93,825 1,300,000 5,221,916 7,285,742

当 期 変 動 額

圧縮記帳積立金の取崩 △505 505 －

剰 余 金 の 配 当 △264,753 △264,753

土地再評価差額金の取崩

当 期 純 利 益 1,213,576 1,213,576

自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △505 － 949,329 948,823

当 期 末 残 高 5,315,671 5,359,413 5,359,413 670,000 93,319 1,300,000 6,171,245 8,234,565

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △164,432 17,796,393 134,415 △321,473 △187,057 17,609,336

当 期 変 動 額

圧縮記帳積立金の取崩 －

剰 余 金 の 配 当 △264,753 △264,753

土地再評価差額金の取崩

当 期 純 利 益 1,213,576 1,213,576

自 己 株 式 の 取 得 △99 △99 △99
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △109,714 △109,714 △109,714

当 期 変 動 額 合 計 △99 948,723 △109,714 － △109,714 839,008

当 期 末 残 高 △164,532 18,745,117 24,700 △321,473 △296,772 18,448,345
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年５月18日

株 式 会 社 植 木 組
取 締 役 会 　御 中

EY新日本有限責任監査法人
新 潟 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 五十嵐　　　朗 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 塚 田 一 誠 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社植木組の2019年４月１日から2020年３
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社植木組及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
　た監査手続きを立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
　基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
　は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
　制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
　の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
　査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
　が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
　告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
　の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
　る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
　企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
　拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
　結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
　監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
　監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年５月18日

株 式 会 社 植 木 組
取 締 役 会 　御 中

EY新日本有限責任監査法人
新 潟 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 五十嵐　　　朗 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 塚 田 一 誠 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社植木組の2019年４月１日から
2020年３月31日までの第73期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
　た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
　礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
　リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
　検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
　の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
　証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
　認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
　書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
　事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
　の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
　続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
　しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
　類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第73期事業年度における取締役の
職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議
の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと
もに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、内部

監査室と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所におい
て業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討しました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月18日
株式会社　植木組　監査等委員会
常勤監査等委員 栃 倉 勝 幸 ㊞

監査等委員 深 澤 邦 光 ㊞
監査等委員 種 岡 弘 明 ㊞

 

（注）監査等委員深澤邦光及び種岡弘明は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役
であります。

以　上
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